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福島県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
（平成１６年福島県条例第６８号）

（趣旨）

この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という ）第第１条 。

２４４条第１項の規定に基づき県が設置する公の施設（以下「公の施設」という ）。

の管理について、法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理

者」という ）の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。。

（指定管理者の指定の申請）

指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体（以下「法人等」とい第２条

う ）は、指定を受けようとする公の施設を管理する知事、病院事業管理者又は教育。

委員会（以下「知事等」という ）に対し、申請書に事業計画書その他の知事等が定。

める書類を添えて、知事等が定める期間内に提出しなければならない。

（指定管理者の指定）

知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき第３条

総合的に審査し、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補団体として選定し、

議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであるこ

と。

(2) 事業計画書の内容が、関係法令を遵守するものであること。

(3) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管

理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。

(5) 業務の遂行上知り得た個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識

別され、又は識別され得るものをいう ）その他の情報（次条第２項第５号におい。

て「個人情報等」という ）を漏らし、又は不当な目的に使用しない体制が整備さ。

れているものであること。

(6) その他知事等が定める基準

（協定の締結）

知事等は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公の施設の管理第４条

の業務に関する協定を締結するものとする。

２ 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 事業報告に関する事項

(3) 県が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項



- -2

(5) 個人情報等の管理に関する事項

(6) その他知事等が定める事項

（事業報告書の記載事項等）

法第２４４条の２第７項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するもの第５条

とする。

(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況に関する事項

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績に関する事項

(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項

(4) その他知事等が定める事項

２ 指定管理者は、前年度の事業に係る前項の事業報告書を、毎年度終了後５月３１

日までで知事等が定める期日までに、知事等に提出しなければならない。ただし、

年度の中途において法第２４４条の２第１１項の規定により指定を取り消されたと

きは、その取り消された日後３０日以内で知事等が定める期日までに、当該年度の

事業に係る当該取り消された日までの間の前項各号に掲げる事項を記載した事業の

報告書を作成し、知事等に提出しなければならない。

（変更の届出）

指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその事実を第６条

証する書面を添えて、その旨を知事等に届け出なければならない。

(1) 名称、主たる事務所の所在地又は代表者

(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずる規約に定める事項

(3) その他知事等が定める事項

（指定等の公告）

知事等は、第３条の規定により指定管理者を指定したとき、法第２４４条の第７条

２第１１項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理

の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条の規定による届出（同条

第１号に掲げる事項に係るものに限る ）があったときは、その旨を公告しなければ。

ならない。

（委任）

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事等第８条

が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


